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令和５年度第１回三沢市総合教育会議 

 

１ 開催日時 令和５年１０月２７日（金）１０:００～１１:００ 

２ 開催場所 三沢市役所大会議室 

３ 出席者 

⑴ 市長              小檜山 吉紀 

 

 ⑵ 教育委員 

    教育委員（教育長）      山内 康之 

    教育委員           本江 宏 

    教育委員           黒沢 のぞみ 

    教育委員           松森 まゆみ 

教育委員           小向 香織 

  

４ 事務局 

⑴ 総務部 

   総務部長           蹴揚 光昭 

    総務課長           岩織 香奈子 

    総務課長補佐         松森 敦洋 

⑵ 教育委員会事務局 

    教育部長           田辺 正英 

    参事兼教育総務課長      岡部 章典 

    教育総務課副参事兼課長補佐  和久 美登里 

    教育総務課副参事兼課長補佐  池田 修 

    学務課長           木村 友昭 

学務課長補佐兼学務係長    浪岡 さゆり 

    学校教育課長         藤田 文明 

    学校教育課長補佐       松坂 進 

    

 

５ 会議次第 

 ⑴ 開会 

⑵ 市長挨拶 

⑶ 議事：「三沢市教育大綱」に基づく施策の実施状況について  

⑷ 報告： 他学区通学及び区域外就学の現状について 
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６ 会議の概要 

 

 【総務部長】  

おはようございます。本日の進行を務めます総務部長の蹴揚でございます。 

ただいまから、令和５年度第１回三沢市総合教育会議を開会いたします。 

 

はじめに、小檜山市長よりごあいさつがございます。 

よろしくお願いします。 

 

【小檜山市長挨拶】 

  会議の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

本日は、大変お忙しい中、令和５年度第１回三沢市総合教育会議にご出席をいた

だきまして、誠にありがとうございます。また、委員の皆様には、平素より市政各

般にわたり、多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、総合教育会議において、これまで様々な課題について話し合って参りまし

たが、今後におきましても、未来を担う「子どもたち」のために、市と教育委員会

がこれまで以上に連携し、効果的な教育行政の推進に取り組んで参りたいと考えて

おりますので、委員の皆様には引き続き、ご尽力を賜りますようお願いを申し上げ

ます。 

本日の案件につきましては、「三沢市教育大綱に基づく施策の実施状況について」

及び「他学区通学及び区域外就学の現状について」となっております。詳細は担当

課から説明させますので、委員の皆様には、忌憚のないご意見をいただき、活発な

意見交換の場となりますようお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。本日は

よろしくお願いいたします。 

 

【総務部長】 

ありがとうございました。 

三沢市総合教育会議設置要綱第４条第３項の規定に基づき、会議の議長は市長が

務めることになっておりますので、小檜山市長に議事の進行をお願いいたします。 

  

【小檜山市長】  

それではしばしの間、議長を務めて参りますので、委員の皆様のご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

さっそく、議事に入りたいと思います。 

「三沢市教育大綱に基づく施策の実施状況について」を、議題といたします。事

務局から説明をお願いいたします。 
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【教育部長】 

三沢市教育大綱に基づく施策の実施状況につきまして、まず、概要をご説明申し

上げます。 

ご承知のように、三沢市教育大綱は、第２次三沢市総合振興計画の実現に向けた

教育の目標を示したものであり、児童生徒が創造性や個性を生かしつつ、社会の中

で自立して豊かな人生を送れるよう、「確かな学力」の育成、「豊かな心」の育成、

「健康で活力ある体」の育成の 3つを育成方針としております。 

その施策の実施にあたりましては、教育委員会が策定する三沢市教育振興基本計

画と連動させ、三沢市の現状と課題を明確にし、家庭、学校、地域、行政の力を結

集して効率的かつ効果的に推進することとしておりまして、三沢市教育振興基本計

画における施策が、三沢市教育大綱に基づく施策となっているところでございます。 

本日は、その中でも少子化とともに学校施設の老朽化も進んでおりますことから、

同計画に掲げる安全・安心で快適な教育環境の確保に係る施策として、学校施設整

備に係る現状と今後の基本的な方針につきましてご説明を申し上げます。また、教

育大綱に基づく確かな学力の育成の観点から、令和５年度の全国学力・学習状況調

査の結果とその要因、今後の取り組みなどにつきましてもご説明を申し上げます。 

なお、詳細につきましては、教育総務課長並びに学校教育課長から説明をさせま

すので、よろしくお願いいたします。 

私からは、以上でございます。 

 

【教育総務課長】 

  それでは、学校施設整備に係る現状と方針についてご説明いたします。 

資料２ページをご覧ください。 

まず初めに（１）学校施設の実態についてですが、表は市内小学校７校、中学

校５校合わせて１２校の一覧となっております。 

令和５年５月１日現在の小学校の児童数は１，９０７名で、最も多い学校は岡

三沢小学校の５３１名、最も少ない学校は三川目小学校で３６名となっておりま

す。学級数は特別支援学級含め全体で９４学級です。 

中学校の生徒数は９９３名で、最も多い学校は堀口中学校の３５５名、最も少

ない学校が第三中学校の３６名となっており、学級数は特別支援学級含め全体で

４６学級となっております。 

小中合わせた児童生徒数については２，９００名、学級数は１４０学級となっ

ております。 

次に、３ページの児童生徒数の変化についてですが、現在までの推移では、市

内小学校の児童数のピークは昭和３５年の６，０３９名で、現在１，９０７名で

あることから約１/３まで減少しております。昨年度までの直近１０年間で見まし

ても、平成２５年度時点から４９３名減で２０％減少しております。 
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市内中学校の生徒数のピークは昭和３８年の２，９８６名で、現在９９３名で

あることから、こちらも約１/３に減少しており、直近１０年間では、平成２５年

度時点から２８８名減で２２％減少しております。 

次に将来推計ですが、国立社会保障・人口問題研究所のデータを基に、当市の

児童生徒数を推計したところ、令和２７年の小学校児童数で１，２３５人となり

６７２人の減、中学校生徒数は６１４人となり３７９人の減となることが推計さ

れます。 

資料４ページをご覧ください。 

こちらの表とグラフは、今後１０年間の各学校の児童生徒数の推移予測です。

増加が予想される学校もありますが、全体として小学校、中学校ともに減少が予

想されております。特に小学校では古間木小学校や三沢小学校、おおぞら小学校

などの減少率が大きくなっております。中学校では、第一中学校、第三中学校、

第五中学校の減少率が大きくなっております。 

資料５ページをご覧ください。 

こちらは学校施設の配置状況と過去１０年間の減少率を示したものです。市内

中心地区にある第一中学校、第五中学校、上久保小学校、岡三沢小学校の減少率

が大きくなっております。三川目小学校については増加となっておりますが、今

年度では減少に転じている状況でございます。 

資料６ページをご覧ください。 

市内小中学校１２校の建物概要ですが、ほとんどの学校が築２０年を超えてお

り、うち５校については築４０年以上で、財務省令上の鉄筋コンクリート造の法

定耐用年数である４７年を超えている学校も４校ございます。 

資料７ページをご覧ください。 

（２）学校施設の目指すべき姿として、今後建て替えや改修を行う際の留意事

項についてまとめております。 

学校施設の整備については、ハード面の整備内容だけでなく、連携するソフト

面の施策と関連付けて整備することを目指します。また、質の高い教育を実現す

るため、ソフト面の施策に対応した項目だけでなく、ハード面の整備に耐震化、

老朽化対策やバリアーフリー化などについても基本的な条件項目として盛り込み

ます。さらに、基本的な教育条件としての側面のほか、地域の振興・再生にも貢

献するコミュニティの拠点として、学校施設と他の公共施設等の複合化を進めて

いくこと等についても検討していくことを目指します。 

資料８ページをご覧ください。 

（３）学校施設整備の基本的な方針等についてご説明します。 

学校施設の規模・配置計画等の方針については、地域の代表者や学校関係者、

学識経験者などで構成する「三沢市学校規模適正化検討委員会」を設置し、検討

を行った上で長寿命化計画に反映させております。今後においても、定期的に委
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員会を設置し、その時々にあった学校施設の規模や配置計画等に対し幅広い意見

を集約したうえで、長寿命化計画の見直しを行い、学校施設整備の基本的な方針

を決定して参ります。 

次に改修等の基本的な方針ですが、学校施設の改修にあたっては、「三沢市学

校施設長寿命化計画」に基づき、中長期的な視点にたって改修を進めていきま

す。なお、長寿命化計画についてはおおむね５年に一度見直しを行い、その施設

に適切な改修方法等を選定し、適時、計画の見直しを行います。 

   長寿命化の方針ですが、従来の改築を中心としたものではなく、長寿命化が可

能な建物については、トータルコストの縮減・予算の平準化を実現するため、廃

棄物や二酸化炭素の排出量が少ない長寿命化改修への転換を図るよう、積極的に

検討します。 

予防保全の方針については、これまで行ってきた不具合が生じた後に修繕を行

う「事後保全」に加え、損傷が軽微である早期段階から予防的な修繕等を実施す

る「予防保全」の導入を積極的に検討します。 

   これをイメージしたものを、資料９ページに示しております。 

   上の図は、改修の種類と用語のイメージです。長寿命化改修とは性能向上を含

めた施設全体の改修で、大規模改修は現状回復に係る施設全体の改修となりま

す。 

下の図ですが、これまでの改築（建て替え）中心のイメージから長寿命化への

イメージを示したものです。これまではおおむね４０年～５０年で改築を行って

参りましたが、これを７０年～８０年、場合によっては１００年近く施設を利用

したのち改築を行う考え方が長寿命化のイメージです。 

資料１０ページをご覧ください。 

   （４）三沢市学校施設の整備方針ですが、基本的な方針は、先ほど説明した長

寿命化を推進する方針で、目標使用年数８０年で改築を行うことを基本といたし

ます。また、改修周期は４０年に１回長寿命化改修、２０年に１回大規模改修、

改善及び修繕は適宜行います。 

   具体的な市内小中学校の整備方針ですが、岡三沢小学校・木崎野小学校・上久

保小学校については、ほぼ築４０年を経過しており老朽化が激しく長寿命化改修

の早期実施が求められていることから、小学校としては第一優先で整備を進めて

参ります。 

古間木小学校・三沢小学校については、築２０年を経過し老朽化が見られるこ

とから、早い段階で大規模改修の実施を検討して参ります。 

おおぞら小学校については、現状不具合が生じている箇所の改善及び修繕で対

応しておりますが、予防保全の観点から大規模改修に向けた検討を行います。 

三川目小学校については、現在、三沢小学校との統合に向けた検討委員会を設

置し協議検討中で、この結果を踏まえ整備方針を決定して参ります。 
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   中学校については、第一中学校・第五中学校ともに老朽化が激しく、特に第一

中学校においては、改築を含めた検討を行った上で、長寿命化改修の早期実施が

必要であります。なおこの２校については、今年度長寿命化に係る基本構想を実

施しており、その結果をみて、今後の整備方針を決定して参ります。 

堀口中学校・第二中学校については、ともに築２０年を超えており早い段階で

大規模改修の実施が必要であります。堀口中は令和９年度で築４０年を経過する

ことから、大規模改修に代え長寿命化改修に向けた躯体調査の実施を検討してい

ます。 

第三中学校については市内では一番新しく建てられた学校で、当面の間不具合

が生じている場所の改善及び修繕により対応していく予定です。 

   最後に、当市の学校施設は昭和４０年代から現在の校舎建設が始まりました

が、現在経年による老朽化により、多くの学校施設が更新や改修時期を同時期に

迎えており、今後、多額の費用が必要となることが想定されております。このこ

とから、学校施設の整備については、施設の劣化状況や財政状況、補助制度など

総合的に勘案し、市の財政負担軽減や予算の平準化からも、短期間に事業が集中

することの無いよう計画するほか、現状に応じた学校施設の再配置や規模決定な

ど有識者等からの意見も踏まえ、柔軟な計画の見直しを行いながら整備を進めて

参ります。 

教育総務課からは以上です。 

 

 【学校教育課長】 

それでは、全国学力・学習状況調査結果と考察について説明いたします。 

１１ページをご覧ください。最初は、教科に関する調査結果についてです。 

（１）①の表は、今年度の三沢市、青森県、全国の正答率と、全国正答率を１０

０とした場合の当市の全国比です。ご覧のように、小中共にすべての実施教科で、

全国比１００以上でした。特に小学校では算数、中学校では英語が高い全国比にな

りました。 

次の表は平成２６年度からの全国比の経年変化です。小学校は１０年間に渡り、

すべての実施教科で常に全国の正答率を上回り、安定した学力を維持していると言

えます。中学校は小学校ほど高くはありませんが、国語が平成２８年度以降全国正

答率を常に上回るなど、ほぼ全国並みの結果で推移しております。 

次に１２ページをお開きください。児童生徒が、生活や授業の様子などを答える

質問紙調査の今年度の結果から学力向上と関連がある項目を挙げてございます。全

体的に小学生よりも中学生の方が全国比が高い傾向にあり、小学校での指導が中学

校においてさらに充実してきていることが分かります。質問事項３、将来の夢や目

標は小中共に全国比１００を超えており、三沢市の児童生徒は目標に向かって前向

きに生活していることが分かります。質問事項５、家庭での学習については、小中
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共に全国よりやや低く、与えられた課題にはきちんと取り組みますが、家での学習

内容を自分で決める機会は少ないものと考えられます。質問事項６、新聞を読むこ

とについては、特に中学生において、日常的に読んでいる生徒は１割にも満たない

状況です。これは定期購読している御家庭の減少や、部活動や習い事、宿題などに

忙しい中学生の生活ぶりを象徴していると考えられます。質問事項１０、ＩＣＴ機

器の活用については、小中共に全国比を大きく上回っており、調べる学習での活用

が最も多くなっております。質問事項１４から１８までは、中学校の英語の授業に

関する事項を挙げてございます。ご覧のように、どの項目も全国比を大きく上回っ

ており、英語の授業の充実ぶりは当市の特徴と言えます。 

   ここまで説明しましたように、当市の学力・学習状況は全国比１００を上回る状

況にありますが、次に、その要因と考えられる取組について説明いたします。１３

ページ中段をご覧ください。まずは各校の取組例です。  

   各校は自校の実態に合わせ専科指導、少人数指導、一部教科担任制、ＴＴによる

指導など教育的ニーズに合った指導体制を充実させ、授業の充実に取り組んでおり

ます。 

   続いて１４ページをご覧ください。各校の「校内研究主題一覧」になります。各

校ではそこにありますように、自校の課題に応じ「研究主題」を定め、検証授業や

指導案検討会を年に複数回実施し、全教員で指導力の向上及び授業改善に取り組ん

でおります。 

   次に、（３）教育委員会の取組について説明いたします。 

   一つ目は①「全国学力・学習状況調査 三沢市の結果と分析」のフィードバック

です。当市において正答率が低かった問題を、当課の指導主事が分析し、誤答の要

因、指導に当たっての留意点等を冊子にし市内小中学校に配付し、授業改善を促し

ております。これは、各校が三沢市全体の課題を共有することによって、切磋琢磨

しながら学力向上に取り組むことにもつながっております。 

１５ページをお開きください。二つ目は教員に対する研修の充実です。表は特に

授業づくりに関連する研修を挙げております。これらの研修会では、当市の実態を

踏まえた上で、研修内容を設定し、教員の指導力向上を図っております。また、小･

中学校の教員が共に参加することによって、小中間の情報交換及び互いの取組状況

を共有し、小中連携の強化にもつながっております。 

特に英語に関する研修会では、毎年、教科書制作に関わる大学教授の方を招くな

ど、回数及び内容においても当市の特徴的なものになっております。 

   三つ目は「学校教育指導の方針と重点」の周知徹底です。年度始めに市内全教員

に冊子を配付し、三沢市教育委員会の取組内容の周知徹底を図っております。冊子

の中には、日々の授業づくりに生かせるように、「各教科の指導のポイント」等に

ついて掲載しており、指導の具体策やヒントとして教員の皆さんに活用されており

ます。 
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   １６ページをご覧ください。四つ目は「学校訪問等での指導・助言」です。毎年

１学期中にすべての市内小中学校を訪問し、全ての教員一人一人の授業を参観し、

指導･助言を行っております。実際に顔を合わせながら、個別に具体的なアドバイ

スをすることにより、授業改善への意欲を喚起しております。 

 五つ目は「生徒指導の充実」です。グラフにありますように、平成２０年代は、

平成２５年度をピークに中学校における問題行動が多く、各校はその対症療法的な

指導に追われる状況が見られました。このような状況を改善すべく、当市では平成

２６年度より「来るのが楽しい学校」をキャッチフレーズに、積極的な生徒指導及

び教育相談体制の整備強化に取り組んでまいりました。また、同じ平成２６年度か

ら「スマほっと運動」をスタートさせ、ご家庭と連携しながら、ネットトラブルの

未然防止にも取り組んでまいりました。児童生徒のスマホの所持率が大幅に上がる

中、大きなトラブルを防げているのは、インターネット機器を適切に使用する意識

涵養の成果であると考えております。問題行動数は徐々に減少し、平成２７年度以

降は落ち着いた状態であると言えます。教員が授業づくりや学級づくりに軸足を置

けるようになったことが「学力向上」の大きな要因の一つと考えております。  

   最後に、今後の取組について説明いたします。 

大きな柱の一つ目は、「児童生徒の可能性を広げる授業の充実」です。特に重点

とするのは、「ノートに書き表す活動」や「相手を見て伝え合う活動」などの従来の

指導実践と、「ＩＣＴの効果的な活用」をバランス良く組み合わせた授業づくりで

す。一人一人にタブレット端末が配付されて３年目を迎えております。質問紙調査

の結果から当市では教員が試行錯誤しながらも日常的に使用されつつあることが

わかります。しかし、ＩＣＴ機器を使用すること自体が目的になってしまっている

ような場面も見られます。また、ＩＣＴ機器の活用がどのくらい学力向上に結びつ

くのか、当市に限らず、全国の学校で手探りの状態が当分続くものと考えられます。

当市といたしましては、従来の指導実践も生かしながら、各教科等の目標を達成す

るための手段の一つとして、ＩＣＴ機器の効果的な活用を目指してまいります。 

   二つ目の柱は、「児童生徒の夢を広げる生徒指導の充実」です。具体的には、児

童生徒同士、児童生徒と教員が深い信頼関係を築く「絆づくり」。一人一人の児童

生徒に輝く場があり、自己有用感を感じることができる「居場所づくり」。児童生

徒一人一人が自分の夢に向かって失敗を恐れずチェレンジを続ける「夢をあきらめ

ない心づくり」をキーワードにし、すべての教育活動を通じて、児童生徒の夢の実

現を支援してまいります。 

以上です。 

 

【小檜山市長】 

   ありがとうございました。この件について、ご意見等があれば、伺いたいと思い

ます。委員の皆様いかがでしょうか。 
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【本江委員】 

  今年の夏に限らず非常に暑い日が続き、全国的に話題になりました。空調設備に

関して、いろいろなところで話題になり、特に教室、職員室と整備が整ってきたこ

とは非常に良かったなと思っております。また、学校のほうでも子供たちを半袖短

パンで登校させるなど努力もしていたなと思っていました。 

そこで、あと残るところは体育館かなと気にしております。最も子どもたちが汗

をかく場所、最も子どもたちが集まる場所ということで、今後の考えを伺いたいと

思います。 

 

【教育総務課長】 

  ただ今のご質問にお答えいたします。 

本江委員おっしゃるとおり、近年かなり暑い日が続いて、特に今年に関しまして

は猛暑で今後も暑さが続いていくという予報・予想をされております。 

こうした中で、おっしゃるとおり教室関係に関しましては今年度・来年度までで

整備を終えるということになっているのですが、体育館に関しましては、現在は窓

を開けて換気をする、また、冷風機等を利用しながら対応していると、そういった

状況でございます。ただ、やはり夏場の暑さ、今後も続いていくということを考え

ますと、熱中症対策について大変苦慮しているところでございます。 

体育館の冷房については、空調機を設置すれば良いというものではなく、建物全

体を断熱しなければならないというところで、非常に改修費用がかかるということ

になっております。しかしながら、体育館に関しましては防災上でも避難所として

活用をしているというところもありますことから、今後については、改築や長寿命

化改修といった大きな改修をする時に合わせて空調設備のほうも設置する方向で

前向きに検討したいと考えております。 

 

【本江委員】 

  ありがとうございました。 

今年、体育館が暑くて大変だという内容の苦情等はあったでしょうか。 

 

【教育総務課長】 

  今年に関しては、夏休み明けた後も３０℃を超えるということが連日続いたこと

もありまして、学校からの体育館へのエアコンの整備はないのだろうかという声は

こちらにも届いておりました。 

 

【小檜山市長】 

市役所については、人が多く集まる、市民課などを優先的に今後考えていきたい
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なと。今より良くなることはない、ますます厳しい環境状況になっていくのだとい

う多くの識者からの意見を踏まえて我々も考えておりましたので。 

  ほかにはないでしょうか。 

 

【松森委員】 

  三沢市学校規模適正化検討委員会について、委員会のメンバーをかえることによ

って視点を変えられて気づかなかった点も見えてくるのではないかと思いますが、

メンバーの改正はあるのでしょうか。 

 

【教育総務課長】 

学校規模適正化検討委員会に関しましては、その時々の状況に合ったメンバーを

選定し、集まっていただいて検討するということになります。 

前回委員会を設置したのは令和元年度に設置して今の三川目小学校についても

検討に入ったというところもありますけども、今後また必要に応じてメンバーを募

り、委員会を招集して新たに会議を開催したいと考えてございます。 

以上です。 

 

【小檜山市長】 

  よろしいですか。ほかにはありませんか。 

 

【委員】 

なし。 

 

【小檜山市長】 

それでは、皆様にお諮りしたところ、了承ということでよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

はい。 

 

【小檜山市長】 

次に、次第の４「報告」に入りたいと思います。 

「他学区通学及び区域外就学の現状」について、事務局からの説明をお願いいた

します。 

 

【学務課長】 

学務課から、「他学区通学及び区域外就学の現状について」報告をさせていただ

きます。 
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まず、１、他学区通学及び区域外就学についてですが、他学区通学とは、市内の

児童生徒が指定された学校とは別の市内の学校に通学することです。主な他学区通

学申請の理由は、小学校においては「共働きで祖父母宅へ下校する」、「兄弟がす

でに在籍している」、「年度途中での転居」等、中学校においては「年度途中での

転居」、「学区の中学校に希望する部活動が無い」、「兄弟がすでに在籍している」

等です。 

区域外就学とは、他市町村の児童生徒が当市の学校に就学すること、また、逆に

当市の児童生徒が他市町村の学校に就学することです。当市への区域外就学申請の

理由は、中学校の「部活動」が最も多くなっています。 

当市では、かつて、制限がややゆるい時期があったと聞いておりますが、今後の

学校規模適正や学区の在り方、統廃合等の見通しにも多大な影響を与えることとな

りますので、しっかりとした基準を定め、それに沿った運営をしなければなりませ

ん。 

学務課では、平成２４年８月、文部科学省の通知等に基づき、三沢市立小学校及

び中学校の指定に関する規則を制定し、それと同時に他学区通学認定基準も見直し

を行い、令和２年１０月１日には、内容の変更はせずに一部文言整理を行っており

ます。 

近年、申請はあったものの認められなかった事案については、他学区通学では、

友人関係での好き嫌いや些細なトラブル等による事案、区域外就学では、両親の勤

め先が三沢市に近いから三沢市の学校に通わせたいといった事案がありました。こ

ういったケースには、厳正な対応が必要となります。 

２、当市における認定基準については、別紙１、２をご覧ください。 

別紙１、他学区通学です。大きく６項目に分けられています。 

１、転居に関しては、小学校５・６年及び中学校の学年途中で転学となる場合は

卒業まで、小学校１年から４年までの学年途中で転学となる場合は学年末までとな

っています。住居建替え・改築・新築の場合はご覧のとおりです。 

２、身体に関しては、医師の診断により、指定校への通学に支障がある場合は指

定期日までとなっています。 

３、小学生のみの事由となりますが、留守家庭児童に関しては、保護者が共働き

のため児童の祖父母宅の近くの学校へ就学する場合、保護者が店舗を経営しており

店舗の近くの学校へ就学する場合は卒業までとなっています。 

４、中学生のみの事由となりますが、部活動に関しては、指定された学校に希望

する部活動がなく、希望校における部活動としての活動実績があり受入が可能な場

合は認められます。 

５、兄弟に関して、兄弟姉妹が他学区通学している学校と同一校への就学を希望

する場合は卒業までとなっています。 

６、その他として、義務教育上配慮しなければならない場合です。ア・いじめ不
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登校、イ・家庭事情により指定校に通学することが困難であり、過重な負担がある

と認められる場合、ウ・その他申請がやむを得ないと認められる場合です。 

別紙２は、区域外就学です。他学区通学の「小学生のみの留守家庭児童に関する

こと」、「兄弟に関すること」がなくなり、「家庭環境に関すること」が付加されてい

ます。災害等の理由となります。 

認定基準は、自治体によって異なっています。例えば、先ほど述べたとおり、三

沢市では他市町村からの受入に際し「留守」の項目がありません。つまり、両親が

共働きで帰りが遅いからといって、他市町村の児童生徒を受け入れていないという

ことになります。 

資料にもどります。３、令和５年度の現状（９月１日現在）については、（１）他

学区通学は、１２４名となっています。内訳は、小学校が８１名、中学校が４３名

です。   

（２）区域外就学、①他市町村から三沢市へは、１５名となっています。内訳は、

小学校が３名で、おいらせ町より２名、六ヶ所村より１名です。中学校が１２名で、

六戸町より７名、おいらせ町より４名、八戸市より１名です 

②三沢市から他市町村へは、６名となっています。内訳は、小学校が１名で、お

いらせ町へ。中学校が５名で、六ヶ所村へ２名、八戸市へ１名、東北町へ１名、弘

前市へ１名です。 

その他で、（３）私立中・附属中等へは３１名となっています。 

４、今後の課題は、これまで同様、いじめや人間関係の悪化、帰宅先を祖父母宅

以外とした理由の申請もありますが、根拠のない申請には厳正に対応していく必要

があると考えています。 

学務課からの報告は以上です。 

 

【小檜山市長】 

  ありがとうございました。ただ今の説明に対し、何かご質問があればお受けした

いと思います。委員の皆様いかがでしょうか。 

 

【黒沢委員】 

  例えば、七戸養護学校など特別支援学校へ通われているお子さんは数字的には学

区内の学校に入っているという数字になるのでしょうか。 

 

【学務課長】 

  この中には含まれておりません。 

 

【小檜山市長】 

  よろしいですか。ほかにはありませんか。 
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【委員】 

なし。 

 

【小檜山市長】 

質問がないようでありますので、以上で、本日の案件は終了となりますが、せっ

かくの機会でもありますので、その他、何かあれば、ご発言をいただきたいと思い

ます。 

小向委員お願いします。 

 

【小向委員】 

まず、資料のほうがとても見やすく分かりやすいものとなっておりました。 

私が感じたことは、この評価、結果等を踏まえて必要性や緊急性等の観点から改

善の優先順位を計画的に検討することが必要なのではないかと感じました。 

また、児童生徒さんたちの調査の集計についても学力の実態や生活習慣を踏まえ

た学習状況、教育課題を明確にしたうえで学習の改善点など今後も集計を役立てて

学力定着につながれば良いかなと思いました。 

以上です。 

 

【小檜山市長】 

  ありがとうございます。 

松森委員いかがでしょうか。 

 

【松森委員】 

本日はいろいろな説明をいただき、ありがとうございました。 

学校施設の整備方針ですが、予算を考慮しながら改修・修繕を細かく検討くださ

り、ありがたいことだと思いました。学校訪問をさせていただいた時に感じたこと

は、どこの学校も大切に施設を使っているなと思いました。こちらの資料にもあり

ますように、予防・保全を行うことで突発的な事故や費用発生を減少させることが

できると思います。子どもたちが学校で過ごしていくことはもちろんですが、災害

時には地域住民の避難所にもなる学校もありますので、予算を平等にうまく使うこ

とには苦慮されることと思いますけれども、どうかよろしくお願いいたします。 

また、全国学力学習状況調査ですけれども、全国比１００を上回っているものが

ほとんどで、本当によく頑張っているなと思いました。子どもたちの努力はもちろ

んですけれども、教え方がうまい、にこだわっている学校とか先生方が校内研修を

してくださっている結果だなというふうに思っています。１２ページの質問事項の

「１ 自分にはよいところがある」の項目が全国比１０５．６の数字が自分なりに
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背景を考えてみたのですが、褒められた経験とか、感謝された経験を感じている子

がたくさんいるのだなと思い嬉しくなりました。認めてもらった経験が土台になっ

て勉強も頑張れると思います。先生と子どもたちの良い関係とか親子関係がとても

良いなというふうなことを垣間見たような気がしました。これからも子どもたちの

活躍に期待したいと思います。 

以上です。 

 

【小檜山市長】 

  ありがとうございます。 

黒沢委員いかがでしょうか。 

 

【黒沢委員】 

毎年１回学校訪問をしております。今日の数字でも人口減少という明らかな数値

を目にしてショックを受けるところではありますが、学校側では確かに空き教室は

増えております。しかし、ここ数年はその空き教室を子どもたちの豊かな学びのた

めに先生方が多分気付いて改善をして活用しているという姿が目に見えて分かる

ようになってまいりました。子どもたちの個別対応をする部屋に使ったり、小学校

では多分架け橋期の影響もあると思うのですが、遊びという時間を空き教室を設け

て子どもたちの豊かな時間を過ごしているというように。今回の施設の計画に関し

てもハード面とソフト面といった部分で、本当に子どもたちの育ちを中心に考えた

計画がなされていることに、本当に人口減少は悲しいところではあるのですが、子

どもたちが学力検査の結果からも見えるように、一人一人が持てる力を十分に発揮

できる三沢市なんだなと改めて感じたところでございます。 

適正化については、ここに関してもはやり人口減少といった部分でやはり人数が

いなければできない経験というところをどのように考えていくかが大きな課題だ

なと感じているところです。今、文科省では令和４年度から架け橋期といいまして、

５歳児から１年生に向けてのプログラムを一生懸命考えているところではありま

す。それが４年５年６年と３年間のテスト期間を経て７年度からと。でも青森県で

は７年８年度くらいからではないのかなと県の話では申しておりましたけども、こ

の適正化に向けて、もう一つはこの架け橋期という幼児教育のところですね。その

つながり、幼児教育も同じく人数がある程度なければ豊かな学びにはつながらない

ので、今後とも幼児教育も含めて小学校中学校と連携した取り組みを深めていただ

きたいなという願いと、本当に感謝の気持ちを改めて感じたところでした。 

以上です。 

 

【小檜山市長】 

  ありがとうございました。 
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本江委員いかがでしょうか。 

 

【本江委員】 

今日は大変ありがとうございました。 

学校の施設整備についてですが、見通しを持った取組みがなされているというこ

とで、いろいろなイメージを作られているということで一番大事なことだと思いま

す。このイメージがどこかで切れないようにしていかなきゃいけないだろうと。人

がかわっていきますので、きちんと持ち続けなければいけないかなという気がいた

します。 

それから、学力学習状況調査についてですが、非常に素晴らしいなと思います。

まずは子どもたちがそれなりのアンケート、例えば１番、２番にあります、子供が

よいところがあると自分で言えることは凄いことですよね。何気なくしゃべります

けど、これを感じたら子どもたちは頑張ります。自分がよいところあるんだと思っ

たら頑張れますよね。これほど高い数字になってきているということは非常に良い

ことだなと思っています。これが全ての意欲につながるんじゃないかなと思ってい

ました。 

それからちょっと気になったところで、家庭で自分で計画的に勉強を進めること

があまり良い数字でない。ただ、これを家庭のせいにしないで、やっぱり私たち教

育に携わる者が自分たちで何かしなきゃいけないんだということを持っていただ

ければ、またこちらの考えも変わってくるのではないかなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

非常に子どもたちのアンケートからうまく三沢の教育が進んでいるんだなと感

じました。その中で教員に対する研修の場が非常に多く持たれているということ。

やはり子どもを育てるためには指導者を育てなきゃいけない、これ基本だと思いま

す。そこで指導者の研修機会が非常に大事にされているということで、これが多分

いろいろな良い結果を生んでいるのではないかと思っていますので、是非今後も続

けていただければなと思っています。どうもありがとうございます。 

以上です。 

 

【小檜山市長】 

  ありがとうございました。 

最後に、山内委員からお願いしたいと思います。 

 

【山内委員】 

総括的なお話しをさせていただきます。 

三沢市の教育は来年度、教育振興基本計画の最終年度を迎えます。おかげさまで

今日の案件のみだけではなくて、いろいろな課題がありながらも良い方向に向かっ



16 

 

ておりまして、手ごたえを感じているとこであります。期間中、コロナ禍に見舞わ

れて本計画の進行が危ぶまれたこともありましたけれども、コロナ化が終息した今、

この禍の中で学んだ知見を活かすという、いわゆる不便益というのだそうですけれ

ども、その不便益という発想を加えて教育を進めてきているところであります。今

後とも市長さんをはじめ、市長部局の皆様方、ご指導・ご支援をいただくとともに、

校長会、連合ＰＴＡそして地域の方々と連携を深めながら現下の課題に対応して、

また、加えて中長期的な視点を忘れることなく取り組んでいきたいと考えておりま

すので、何卒今後ともご支援をよろしくお願いしたいと思います。 

本日は大変ありがとうございました。 

 

【小檜山市長】 

委員の皆様、大変ありがとうございました。引き続き、これからもご協力を賜り

ますよう、お願いを申し上げまして、この会を閉じたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

【総務部長】 

  以上をもちまして、第１回三沢市総合教育会議を閉会いたします。 

  本日は、誠にありがとうございました。 

 

 


